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令和8年度申告申請用

電子申告申請システムについて
【注意事項】
●今後のシステムの更新状況
●お使いのブラウザの設定 等
によっては一部実際の操作画面と異なる場合があります。
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＜電子申告申請システムとは＞

障害者雇用納付金制度における、納付金、調整金、報奨金等の申告申請書の作成・送信をWEB上で行うことができるシステム

事
業
主

機

構

≪電子申告申請の流れ≫

①「事業主の情報」、「障害者の情報」などを取りまとめ、
電子申告申請システムに入力。

②入力した情報に基づき、申告申請書のデータを作成。
（XMLファイル）

③作成したデータを電子申告申請システムで機構に送信。

入力・作成

XMLファイル

送信

当機構HPからアクセス可能

アクセス

PDFから印刷した書類

or
郵送
持参入力・作成

Ⅰ 電子申告申請システムについて    １ 電子申告申請システムの概要

XML

3



障害者雇用納付金電子申告申請システム で 検索または、

当機構HP

ココからアクセス可能
※スクロールしてページ下部まで移動

Ⅰ 電子申告申請システムについて  2  電子申告申請システムへのアクセス方法
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URL https://www.nofu.jeed.go.jp/Nofu_Densi/

≪電子申告申請システム画面≫
左のようなトップページが表示されます。

本システムを利用する際の推奨環境は以下のとおりです。

ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome

OS Microsoft Windows１１

PDF印刷ソフト Adobe Acrobat Reader

「お知らせ」欄は随時更新されます。

Ⅰ 電子申告申請システムについて  2  電子申告申請システムへのアクセス方法
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「申告申請書を送信する」

作成した申告申請書のデータの送信を行う。
（送信にはID・パスワードが必要）

※送信可能時間は5：00～23：00 （土日祝日含む）
ただし、令和８年4月1日のみ10：00～23：00

「申告申請書を作成する」

WEB上で申告申請書のデータを
作成する。

Ⅰ 電子申告申請システムについて  3 各機能の概要

表紙,P29
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「事業主情報の届出を行う」

住所や名称の変更、相続や廃止
があった際に届出を行う。
（送信にはID・パスワードが必要）

※送信可能時間は
5：00～23：00 （土日祝日含む）

「ID・パスワードを設定する」

電子申告申請に必要な
ID・パスワードの発行や
設定を行う。

P10,160

Ⅰ 電子申告申請システムについて  3 各機能の概要
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Ⅰ 電子申告申請システムについて  共通操作について

「操作マニュアル」P1～7に
共通操作について、記載があります。

※「タイムアウト」にご注意ください。

P1～7

8

操作マニュアル
該当ページ数



① ② ③ ④

P2

①前の画面に戻る場合
・・・「戻る」をクリック
※ブラウザのバックボタンは
使用しないでください。

②入力データを削除する場合
・・・「クリア」をクリック

③操作を中断する場合
・・・「保存」をクリック
※必ず保存データをダウン
ロードしてください。（★）

④入力完了後、次に進む場合
・・・「次へ」をクリック

（★）
ダウンロードしたファイルは任意
の場所に保存してください。

Ⅰ 電子申告申請システムについて  共通操作について
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P2

Ⅰ 電子申告申請システムについて  共通操作について
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Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを
設定する

1 ID・パスワードの新規発行

２ パスワード再設定

３ パスワード変更

４ ID・パスワードの再発行
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Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する １ ID・パスワードの新規発行

P11
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P12

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する １ ID・パスワードの新規発行
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●通知先メールアドレス

当機構からのメール
（nofumail@nofu.jeed.go.jp）が
確実に受信できるアドレスを入力

●認証用コード

6文字以上8文字以下の
任意の半角数字を入力

P12

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する １ ID・パスワードの新規発行
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仮登録お知らせメール

本登録用URL：
https://xxxxxxx.xxxxx

P14

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する １ ID・パスワードの新規発行
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●認証用コード
発行申請のページで設定した6文字
以上8文字以下の半角数字を入力

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する １ ID・パスワードの新規発行

本登録お知らせメール

電子申告申請用
ID：xxxxxx
パスワード：yyyyyyyy

P15
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発行したIDはわかっており、
発行時に使用したメールアドレスもわかっているが、
パスワードがわからないので再設定したい。

必須項目に入力して「申請」を
クリックすることで、再設定用
のURLがメールで届きます
ので、再度パスワードを設定
してください。

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する ２ パスワード再設定

電子申告申請用パスワード
再設定用ＵＲＬメール

再設定用URL：
https://xxxxxxx.xxxxx

P16~22
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発行したIDはわかっており、
現在使用しているパスワードもわかっているが、
現在使用しているパスワードを変更したい。

ID、現在のパスワード、新しい
パスワードを入力して「登録」を
クリックすることでパスワードが
変更されます。

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する ３ パスワード変更

P23~25
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発行したIDがわからず、
発行時に使用したメールアドレスもわからないので、
ID・パスワードを再度発行したい。

「ID・パスワード新規発行」をクリックして、新しいメールアドレスで
ID・パスワードを発行してください。

(※)登録済みのメールアドレスの場合、「登録情報が存在します。」と表示されます。
この場合は、別のメールアドレスで申請を行ってください。

Ⅱ 電子申告申請用ID・パスワードを設定する ４ ID・パスワードの再発行

P9~15
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≪パターン１≫
以下のいずれかのデータがある。

≪パターン２≫
・今回はじめて電子申告申請をする。
・手元にデータがない。

このまま「Ⅲ 申告申請書を作成する １ データを利用して作成する」
以降を参照。

「Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する」
以降を参照。

①電子申告申請システムで作成した…
●過年度の申告申請データ
（例：令和〇年度_電子申告申請_0000000000000_20〇〇年〇月〇日×時×分△秒.xml）

●入力途中で保存したデータ
（例：令和〇年度_申告申請書保存データ_20〇〇年〇月〇日×時×分△秒.xml）

②申告申請書作成支援シート（マクロ機能付き）
 バックアップデータ

（ver10.0.0、ver11.0.0、ver13.0.0）
（例：申告・申請書バックアップデータ_20〇〇_00_00_00-00-00.xml）

③電子申告申請用のCSVファイル

①～③のデータを利用して申告申請書を作成

(※)過去に作成したExcel様式（マクロ機能なし）・・・令和7年度申告申請以降は取込不可

●事業主情報、
●事業所情報、
●障害者情報等

を入力

新たに申告申請書
のデータを作成

Ⅲ 申告申請書を作成する

P28
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Ⅲ 申告申請書を作成する

１ データを利用して作成する

21

≪パターン１≫
過年度に作成したデータを利用して、
作成する。



≪パターン１≫
以下のいずれかのデータがある。

①電子申告申請システムで作成した…
●過年度の申告申請データ
（例：令和〇年度_電子申告申請_0000000000000_20〇〇年〇月〇日×時×分△秒.xml）

●入力途中で保存したデータ
（例：令和〇年度_申告申請書保存データ_20〇〇年〇月〇日×時×分△秒.xml）

②申告申請書作成支援シート（マクロ機能付き）
 バックアップデータ

（ver10.0.0、ver11.0.0、ver13.0.0）
（例：申告・申請書バックアップデータ_20〇〇_00_00_00-00-00.xml）

③電子申告申請用のCSVファイル

①～③のデータを利用して申告申請書を作成

Ⅲ 申告申請書を作成する １ データを利用して作成する

P28

22

①「過年度の申告申請データ」
を利用して作成する場合につ
いて、説明。

②、③の取込方法は、「操作マ
ニュアル」P38～48に記載が
あります。



Ⅲ 申告申請書を作成する １ データを利用して作成する

P29
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Ⅲ 申告申請書を作成する １－１ 保存データを利用して作成する

P29
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Ⅲ 申告申請書を作成する １－１ 保存データを利用して作成する ①「過年度申告申請データ」、「入力途中で保存したデータ」の取込

③

④

①

「過年度申告申請データ」の取込手順

①「申告申書請保存データ（取込）」を選択。

②「ファイルを選択」をクリック。

③「過年度申告申請データ」又は「入力途中
で保存したデータ」を選択。

④「開く」をクリック。

⑤「取込」をクリック

② ⑤

25/126

P30～34
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Ⅲ 申告申請書を作成する １－１ 保存データを利用して作成する ①「過年度申告申請データ」、「入力途中で保存したデータ」の取込

⑥確認メッセージの
「OK」をクリック。

⑥

P30～34

「OK」をクリックした後、
過年度データを取込みし
た場合には、「申告申請年
度を当年度に変換します
か」の確認メッセージがあ
るため、再度、「OK」をク
リック。
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Ⅲ 申告申請書を作成する １－１ 保存データを利用して作成する ①「過年度申告申請データ」、「入力途中で保存したデータ」の取込

⑦「過年度の申告申請データ」の
取込が完了した場合、画面に完了
のメッセージが表示される。

問題なければ、
⑧画面下部の「次へ」をクリックし、
「事業主の登録」へ進む。

⑦

⑧

P30～34
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Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用すして作成する ①事業主の登録

P51~52

事業主情報に変更がないか、
確認します。
変更がある場合は、修正し、
「次へ」をクリック。
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Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用すして作成する ②事業所の登録

登録済みの事業所情報
の確認が必要な場合は、
確認済欄に「未」と表示
されます。
（確認済みの場合は「済」と表示さ
れます。）

P53~65

登録済みの事業所情報
の内容を確認、修正する
場合は「詳細」をクリック
し、内容を確認、修正後
「確定」をクリックします。
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P53~65

Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用して作成する ②事業所の登録

令和7年4月1日から、除外率が、
それぞれ10ポイント引き下げられ、
令和8年度申告申請から適用され
ます。

除外率が適用される事業所は、ご
確認ください。

これまで除外率が10％以下で
あった業種は「除外率制度の対
象外」となります。
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P53~65

Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用して作成する ②事業所の登録

過年度のデータが反映されています。

令和7年4月～令和8年3月の人数に
修正してください。
修正し、「確定」をクリック。

画面が拡大されている場合：
（Windowsの方法）

画面縮小する→「Ｃｔｒｌ」 + マイナスキー
画面拡大する→「Ｃｔｒｌ」 + プラスキー
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P66~85

Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用して作成する ③障害者の登録

画面の「詳細」ボタンが隠れてい
る場合。

下にある青色のバーにマウスをあ
わせると、画面が移動します。

エラーがある場合はエラー有無
欄に が表示されます。

過年度のデータが反映されてい
ます。
「詳細」をクリックし、内容を確認、
修正を行います。
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P66~85

Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用して作成する ③障害者の登録

〇精神障害者の方は
手帳有効期限を確認し、更新されている
場合は、修正。

添付書類の提出が必要な事業主は、
「新規・更新のため要提出」を選択。

〇年度内（令和7年4月～令和8年3月）の障害者の
等級を確認し、もし、変更となった場合には、「年度
内等級変更日」を入力。

〇年度内（令和7年4月～令和8年3月）に障害者が
離職した場合には、「年度内離職年月日」を入力。

過年度のデータが反映されています。

令和7年4月～令和8年3月の所定労働
時間、実労働時間に修正してください。

障害者情報の確認、修正が終わったら、
「確定」をクリック。
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P66~85

Ⅲ 申告申請書を作成する 1 保存データを利用して作成する ③障害者の登録

「特定短時間労働者」で、
・重度以外の身体障害者
・重度以外の知的障害者
は、令和8年度申告申請からは、入力が
できません。

雇用区分、障害の種別、等級を
ご確認ください。



Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ③障害者の登録

P66~85

「次へ」をクリック後、画面上部にエラーメッ
セージが表示された場合は、「事業所の登
録」、「障害者の登録」に戻り、内容を確認、
修正します。
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≪パターン２≫
・今回はじめて電子申告申請をする。
・手元にデータがない。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する

P28

36

Ⅲ 申告申請書を作成する

２－１ 新たに作成する



Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する

P50
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ①事業主の登録

P51~52
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ①事業主の登録

P51~52

事業主情報を入力した
ら、「次へ」をクリック。

ハローワークに提出した「障害者
雇用状況報告書」の「事業の種類」
欄に記載した内容を入力。

「必須」の項目は、必ず入力が必要
となります。

法人略称は使用しないでください。
株式会社、有限会社などで入力。
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65
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●名称

事業所の名称を入力。

※除外率が適用されていない事業所は、
複数の事業所をまとめて作成（入力）する
ことができます。

例）「〇〇株式会社本社 外3事業所」
のように入力します。

●事業所別連番

事業所単位で001、002と連番で
表示されます。

※事業所が1つの場合、事業所別連
番は001のみ。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65

41



●除外率

除外率が適用されている事業所
の場合は「あり」を選択し、管轄
のハローワークに提出した『障害
者雇用状況報告書』に記載され
た事業所単位に基づき、事業所
ごとに入力します。

※除外率が同じであっても、
まとめて作成（入力）することは
できません。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65

42



●算定基礎日

各月の常用雇用労働者数および雇用障害者数を
把握する日のことで、全ての事業所で同一の日と
してください。
（毎月初日または賃金締切日とすることが原則で
すが、それら以外の日とすることも可能です。） ●算定基礎日変更

年度の途中で算定基礎日が変更となる
場合は、「算定基礎日変更」の「あり」を
選択して、変更月日を指定します。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65,
 127~159
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●障害者の所定労働時間

事業所で雇用する障害者の所定労働
時間が同じ場合、各月の所定労働時間
を、労働者の区分に応じて入力してお
くと、「障害者情報入力」画面でワンク
リックで転記することができます。

※入力は任意です。

●常用雇用労働者数

各月の算定基礎日における、「短時間
労働者以外の常用雇用労働者数」と
「短時間労働者数」を、実際の人数で入
力してください。

（週所定労働時間が20時間未満の特
定短時間労働者は含みません。）

※人数の入力誤りにご注意ください。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65

事業所情報を入力したら、
「確定」をクリック。
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65

メッセージが表示されたら、
「一覧へ戻る」をクリック。
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ②事業所の登録

P53~65

全ての事業所情報を入力し
たら、「次へ」をクリック。

事業所を追加で登録する場
合は、「新規追加」をクリック。
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85

●障害者の登録

以下①～③に該当する者で、特定短時間労働者かつ就労継続支援A型事業所の利用者である場合は

雇用障害者のカウント対象外であるため、入力しないでください。

①重度身体障害者
②重度知的障害者
③精神障害者

※就労継続支援A型事業所の利用者でない方はカウント対象となるため、入力してください。
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●雇用区分

【常用】
＝週30時間以上の労働者

【短時間】
＝週20時間以上30時間未満の労働者

【特定短時間】
＝週10時間以上20時間未満の労働者

※正しい雇用区分を選択してください。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85
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●障害者確認

障害の区分を選択し、障害の確認方法の
記号（確認記号）を入力します。
現在の障害の程度、等級を入力します。

●手帳情報

上部で入力した障害者情報によっては、手帳
番号の入力が必須となります。
（「精神障害者」を選択した場合は、手帳有効
期限の入力も必要です。）

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85
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●障害者の確認書類

障害者の確認書類の提出が必要な場合は
「新規・更新のため要提出」を選択します。
※下記に該当しない場合は「提出不要」を選択。

※常用雇用労働者の総数が300人以下で、調整金、報奨金を申請する事業主で、
以下に該当する場合は障害者の確認書類（障害者手帳等（写））の提出が必要です。

○初めて申請する事業主
○平成26年度以降に手帳等(写)を提出している事業主で次に該当する障害者の場合

・新たに雇用した障害者
・新たに障害者となった障害者
・障害の種類および等級・程度の変更、確認方法の変更などがあった障害者
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過し更新した障害者

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85
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●雇入年月日

雇い入れた日付を入力します。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85,
 127~159

〇年度内（令和7年4月～令和8年3月）に障害者と
なった場合は、「年度内障害年度月日」を入力。

〇年度内（令和7年4月～令和8年3月）に障害者の
等級が変更となった場合は、「年度内等級変更日」
を入力。

〇年度内（令和7年4月～令和8年3月）障害者が離
職した場合は、、「年度内離職年月日」を入力。
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●年度内転入出

事業所間での転入出、雇用区
分が変更になった場合等は、
年度内転入出「あり」を選択し
ます。

年度内転入出「あり」を選択した場合は、
転入出（雇用区分の変更）があった年月
日等を入力します。

※詳しくは操作マニュアル５章１「申告申
請書の入力例」をご参照ください。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85,
 127~159
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「所定労働時間変動」で「あり」を選択した場合、所定労働時間および実労働時間は年間の合計時間数のみ入力します。
変動型シフト制の場合は、両方に実労働時間の年間合計時間数を入力します。

「所定労働時間変動」で「なし」を選択した場合は、月ごとの所定労働時間および実労働時間を入力します。

※労働時間は整数を入力してください（1時間未満の端数は切り捨てます。）。

●所定労働時間変動

月ごとの所定労働時間により雇用区分が１つに定ま
る場合は「なし」を選択します。変動型シフト制又は
月ごとの所定労働時間では雇用区分が１つに定まら
ない場合は「あり」を選択します。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85
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●参考（雇用率算定障害者カウント）

入力内容確定後に障害者のカウント
数が表示されます。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④障害者の登録

P66~85
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ③障害者の登録

P66~85

メッセージが表示され、全ての
障害者の登録が終わったら、
「一覧へ戻る」をクリック。

障害者を追加登録する場合
は、「新規追加」をクリック。
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前画面までの入力結果によ
り表示された申告申請種別
および金額を確認します。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④申告申請書の登録

P86~106
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●延納申請

納付金対象の事業主で、納付額が100万円
以上の場合は延納申請が可能です。
「する」を選択した場合は、3期に分けて納付
することが可能となります。

「する」を選択した場合は、自動で1万円単位
で3等分され、こちらに表示されます。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④申告申請書の登録

P86~106
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●申告申請年月日

申告申請年月日が申告申請期限を
過ぎている場合、調整金等の支給は
できません。

調整金等の支給金の申請を辞退する場合は、
このチェックボックスをクリックして選択します。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④申告申請書の登録

P86~106
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●分割支給

調整金等の支給を１つの口座で
受ける場合は、「なし」を選択します。

「なし」を選択した後、金融機関情報
を入力します。
※金融機関情報の登録誤りにご注意
ください。
※口座名義（フリガナ）を登録する際
は、「フリガナの記入について」を
ご確認ください。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④申告申請書の登録

P86~106
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●社会保険労務士記載欄

社会保険労務士が作成している場合は
「あり」を選択し、必須事項を入力します。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－１ 新たに作成する ④申告申請書の登録

P86~106

●記入担当者欄

記入担当者欄は、事業主の担当者を

入力します。

※社会保険労務士が作成している場合でも、
記入担当者欄の入力は必須です。

申告申請内容を確認し、全ての
入力が終わったら、「確定」を
クリック。
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Ⅲ 申告申請書を作成する

２－２ 電子申告申請用データを作成する

61

２－３ 申告申請データの内容を確認する

２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを
作成する



●電子申告申請送信データの作成

これまでに入力した申告申請情報を
データで送信する場合はクリックします。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－２ 電子申告申請用データを作成する

P108~113
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「作成」をクリックして電子申告申請用のデータを作成します。

P108~113

63

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－２ 電子申告申請用データを作成する



P108~113

①

②

申告申請書の送信データの作成手順

①「作成」をクリック。

②画面上部に確認メッセージが表示されるの
で「OK」をクリック。
XMLファイルがダウンロードできるようになる。
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－２ 電子申告申請用データを作成する



P108~113

③

③

③ダウンロードしたXMLファイルは任意の
場所に保存する。
（ダウンロードしたファイルのファイル名を
変更すると、読み込みに支障が出るため、
ファイル名は変更しない。）
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－２ 電子申告申請用データを作成する



P108~113

④

④作成した内容を確認するに
は「内容確認へ」をクリック。
（このまま申告申請書の送信を
行う場合は、「申告申請書の送
信へ」をクリック。）
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－２ 電子申告申請用データを作成する



内容を確認する場合は、「内容確認へ」
をクリックします。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－３ 申告申請データの内容を確認する

P108~113
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●様式

申告申請書の全てを確認する場合は、様式欄
の「全様式内容確認」を選択して「PDF作成」
をクリックします。

P108~113
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－３ 申告申請データの内容を確認する



●様式

申告申請書中の一部を確認する
場合は、様式欄の「様式個別内容
確認」を選択し、必要な様式を選
び、「PDF作成」をクリックします。

P108~113
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－３ 申告申請データの内容を確認する



P108~113

来年度以降に今回のデータを活用す
る場合は「保存」をクリックし、XML
ファイルをダウンロードします。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－３ 申告申請データの内容を確認する
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来年度以降に今回のデータを活用す
る場合は「保存」をクリックし、XML
ファイルをダウンロードします。

P108~113
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－３ 申告申請データの内容を確認する



●申告申請書窓口送付データの作成

印刷した申告申請書を郵送または持参
する場合はクリックします。

Ⅲ 申告申請書を作成する ２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを作成する

P122~125
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「PDF作成/印刷」をクリックします。

P122~125
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを作成する



●様式

申告申請書の全てを確認する場合は、
様式欄の「全様式内容確認」を選択して
「PDF作成」をクリックします。

P122~125
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを作成する



P122~125

ダウンロードしたPDFデータ
は任意の場所に保存。
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを作成する



来年度以降に今回のデータを活用す
る場合は「保存」をクリックし、XML
ファイルをダウンロードします。

P122~125
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを作成する



令和08年度_申告申請PDFデータ（【事業主控用】申告申請書（QRコード））_8040005016947_2026年04月15日14時27分34秒.pdf

令和08年度_申告申請PDFデータ（申告申請書）_8040005016947_2026年04月15日14時27分34秒.pdf

令和08年度_申告申請PDFデータ（報告書（１））_8040005016947_2026年04月15日14時27分34秒.pdf

令和08年度_申告申請PDFデータ（報告書（２）常用）_8040005016947_2026年04月15日14時27分34秒.pdf など

令和08年度_申告申請PDFデータ（【機構提出用】申告申請書（QRコード））_8040005016947_2026年04月15日14時27分34秒.pdf

鹿児島支部窓口へ 郵送 または 持参 で提出
（※添付書類が必要な場合は添付書類の添付も必要。郵送の場合は簡易書留等で提出。）

P122~125
ダウンロードPDF（ZIP）

【機構提出用】データのみ印刷
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Ⅲ 申告申請書を作成する ２－４ 窓口申告申請用QRコードデータを作成する

印刷した（【機構提出用】申告申請書
（QRコード））は全てのページを提出



Ⅳ 作成した申告申請書を送信する
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トップページの
「申告申請書を送信する」
をクリックします。

「申告申請書の送信データ作成」のページで
「申告申請書の送信へ」をクリックします。

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P108~113

ど
ち
ら
か
ら
で
も
送
信
可
能
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Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121
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申告申請年度を選択します。

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121

令和８年度
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令和08年度電子申告申請_1234567890123_2026年04月15日14時30分56秒.xml① ②

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121

令和８年度

82



添付書類が必要な場合は表示されます。

添付書類のPDFデータがある場合は、
「電子申告申請システムで送信」を選択し、
「添付書類」をクリックします。

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121
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「源泉徴収票」「障害者手帳等」のう
ち、必要な書類の「ファイルを選択」
をクリックし、PDFのデータを添付
してください。

①

添付が終わったら「閉じる」を
クリックします。

②

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121

84

「発注証明書」は、在宅就業障害者等に発注
した場合のみ、添付が必要。



正常に添付が行われた場合は
メッセージが表示されます。

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121
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「パスワード」と「メールアドレス」を入力します。
①

ファイルの選択、添付書類の添付、
パスワードとメールアドレスの入力等
が完了したら「送信」をクリックします。

②

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121
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Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121

令和8年度

令和08年度電子申告申請_1234567890123_2026年04月15日14時30分56秒.xml
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Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121

88



審査結果メール（例）

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121

差出人：nofumail@nofu.jeed.go.jp 
 
件名：障害者雇用納付金申告書等の審査結果について

インターネットにて電子申告申請を受け付けました、
令和〇〇年度 障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給
付金支給申請書を受理したことをお知らせします。

（申告または申請された内容）

このメールをもって受理のお知らせとさせていただきますので、本メールは申告申請書とあわせて保
管してください。

なお、内容について後日、当機構本部または各都道府県申告申請窓口より、ご確認させていただく場合
がございます。

また、この申告申請の受付日は、令和〇〇年〇〇月●●日となります。
--------------------------------------------------------------------------------------

このメールにお心あたりない場合は、お手数ですが、削除していただきますよう、お願い申し上げ
ます。

----------------------
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、システムにより自動送信されています。
直接返信することはできませんので、ご了承願います。

記載内容は納付金、調整金等で異なります

89



Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121
審査結果メール（エラー例）
差出人：nofumail@nofu.jeed.go.jp 

 
件名：障害者雇用納付金申告書等の審査結果について

インターネットにて電子申告申請を受け付けました、
令和〇〇年度 障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例
給付金支給申請書を審査した結果、以下の誤りがありましたので、申告申請データを訂正のうえ、再度
の電子申告申請をお願いします。
このままでは正式な受理とはなりませんのでご注意願います。

障害者にかかるエラー等については、個人情報保護のため個人名等は表示しておりません。

書式：
事業所連番：
障害者連番：
対象の障害者：
在宅就業支援団体連番：
エラーの月：
エラー内容：

なお、この申告申請の受付日は、令和〇〇年〇〇月●●日となります。
--------------------------------------------------------------------------------------

このメールにお心あたりない場合は、お手数ですが、削除していただきますよう、お願い申し上げ
ます。

----------------------
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
ttps://www.jeed.go.jp/了承願います。

画面中段のエラーの内容を
確認し、修正の上、再度申告
申請を行ってください。

90



来年度の申告申請書作成時に今
回作成したデータが活用できます
ので、「保存」をクリックしてXML
ファイルを任意の場所に保存して
ください。

Ⅳ 作成した申告申請書を送信する

P114~121
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Ⅴ 事業主情報の届出を行う

１ 住所、名称等の変更届出

２ 吸収合併、相続、廃止等届出
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Ⅴ 事業主情報の届出を行う １ 住所、名称等の変更届出

P161~165
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吸収合併、相続、廃止等により、年度途中で納付金の申告、調整金等の支給金の申請が必要な場合は、
この届出とは別に、事業の廃止の日から45日以内に申告申請が必要ですので、鹿児島支部窓口にご
連絡ください。

Ⅴ 事業主情報の届出を行う ２ 吸収合併、相続、廃止等届出

P166~175
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最後に……

P126~154、P176～178

年度の中途で変更があった
場合等の入力例を記載して
います。
P126～154

システムに係るQ＆Aを記載
しています。
P176～178

95

【問い合わせ先】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

鹿児島支部 高齢・障害者業務課

所 在 地 ： 〒890-0068 鹿児島市東郡元町１４－３

T E L ： ０９９－８１３－０１３２

開庁日時 ： 8：45～17：00（土日祝、年末年始休暇を除く）

ご参加された方は、アンケートの
ご協力をお願いいたします。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

鹿児島支部 高齢・障害者業務課に
お問い合わせください
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